
















































































































































名弥の( )は分館
新 吉富 村 職員敏の( )は兼任 外数

番号 名 称 所 在 地 電話番号 |建設年月日 建物総面積 験員数

新吉富村中央公民館|〒部大字垂水 1325-3 ω979727) 2 
20 995 rr? (3)人

(西 吉富支館 )l=r号;緒方 588-1 25071sψ3・l| 524 。
大平村

大平村中央公民館 〒ヨ;大字東下 ω9797) oS  24 
2-20'05 1::' ".. 580 2(3) 

金代公民館 Tgj大字西友枝 S 40・. 107 
2 小畑公民館 〒84791 /1 S 33・ 68 

3 中黄川公民館 T8-079 1 /1 S 39・. 109 
4 仙 代公民館 -T8-079 1 /1 S 42・. 1 10 
5 東上公民館 〒ヨ;大字東上 S 39・. 169 
6 土佐弁公民館 〒号;大字土佐井 S 41・. 182 
7 下唐原公民館 字句;大字下唐原 S 31・. 166 
8 小池公民館 〒84791 /1 S 47・. 127 

(昭和61年3月1日現在、県内公民館調査による)





第E章今後、公民館に期待される役割

昭和21年 7月文部次官通牒によって公民館が傍恕されて以来約40年近くなるが、その聞

に公民館が社会教育の中核施設として果たしてきた役割やその成果は高く評価できるもの

である。

しかし、近年の急激な社会構造の変化は、人びとの学習要求の多様化、高度化をもたら

し、公民館lζ対する期待も多岐にわたり 、それらに応えてい く公民館の管理 ・運営のあり

方も後雑化し、公民館は多くの問題や課題をかかえるに至ったといえる。

特iζ、最近は社会教育以外の他行政部局や各種団体をはじめ、コミュニティセンタ ーな

どの公民館類似施設やカルチャーセンターに代表される民間教育産業、さらには、 7 スコ

ミ、企業等の中でも人びとの学習機会や場が提供されるようになってきており、新たに公

民館のもつ固有の役割や機能の見直しが必要となってきている。

また、今日の社会の変化に対応する教育のあり方として生涯教育が提唱され、その推進

にあたって社会教育に寄せられる期待は一段と高まり、とりわけ、社会教育の中心施設で

ある公民館は、生涯教育推進の拠点となるべき施設として重要視されているといえる。乙

の乙とは、昭和59年 3月全国公民館連合会の第 5次専門委員会が答申した「生涯教育時代

に即応した公民館のあり方」の中で21世紀に向って公民館が選ぶべき進路として具体的に

提起している乙とからも理解できるところである。

乙のような状況の中にあって、人びとは多くの生活上、教育上の諸問題IC直面しており 、

乙れらの諸問題に対応し、生活の向上や自己の充実を図り 、生きがいのある人生を享受し

ていくために、自らが生涯にわたって学習を続けていくととが必要となってきている。

したがって、地域社会における人びとの学習施設である公民館は、人びとの学習要求IC

対応できる教育施設としての機能を十分備え持つことが必要であり 、その充実のために社

会教育行政担当者は最大限の努力をすることが重要である。

(1 ) 学習機会提供の拠点としての公民館

公民館が傍想されて以来、地域住民の学習機会の場として、公民館が果たしてきた役割

は高く評価できるといえる。

しかし、先にも述べたように最近になって、公民館以外でも人びとの学習の機会や場は

多く用意されるようになり、新たに公民館の役割や機能が問われている。

乙のことは、公民館から学習機会提供の機能が失われたとか、必要がなくなったという

のではなく 、公民館以外の他施設や機関で学習機会が提供されればされるほど、また、 住

民の学習要求が多様化、高度化すればするほど新しく 、時代の変化IC即応した公民館の役



~J や機能のあり方が期待されてきたものとして受けとめるべきであり 、 従前から多くの公

民館で実施されてきた定型化 ・画一化された学習内容や方法を見直し地域住民の多機化、

高度化 した学習要求に応えられる学習提供の拠点としての機能の充実を凶るべきである。

(2) 学習情報提供・学習相鍛の拠点としての公民館

今日 、さまざまな情報伝達手段の発達は著しく 、その中にあって人びとは、はん乱する

情報の洪水に流され、自我と個性を見失い、価値観の混乱を引き起乙している 。

乙のような情報化社会と呼ばれる状況の中で、人びとの学習意欲を高め、学習が効果的

IC行われるためには、学習に必要な情報が豊富ICしかも適切に健供される必要がある 。

そのためには、いつでも、ど乙でも、誰でも求めに応じて学習情報が入手できる機関が

身近かなと乙ろに存在する必要がある。乙のことから、地域における公的教育機関である

公民館が、地域住民のための学習情報、学習相談サ ービスセンタ ーとしての役割l・機能を

持つことが新たに期待されてきているといえる。

今後、人びとにとって学習情報の取得は現実の学習活動の効果を左右する大きな要因に

なる可能性が大きく 、学習内容、方法等iζ関する学習相談とともに、学習情報の計画的、

継続的な提供は人びとの生涯学習を推進する上で大きな意義を持っているといえる。

いづれにしても、公民館は他の教育機関 ・施設等と十分IC連傍をとって、地域の学習情

報セ ンタ ーの拠点として位置づく必要がある。

(3) 学習活動を結ぶ鍵点としての公民館

地域における公的教育機関である公民館活動の中心が学習活動にあることはいうまでも

なし、。

しかしながら、地主主社会の中では、公民館以外の施設 ・機関等の中で人びとのための各

種学習事業が実施されており 、多くの人びとがそれらを活用しながら学習活動を展開して

いる。しかし、それらの大部分の学習活動は独立しており必ずしも連携 ・協力をとってい

ないのが実態である。生涯教育の視点IC立って考えるならば、今後は地域の学習活動が効

果的lζ、しかも地域住民IC適切に鍵供されるような体制を確立する必要があるだろう。

そのために公民館は、それぞれの機関や飽設等で実胞されている事業や学習活動の情報

を収集し、提供する ことをはじめ、同じような学習グノレ プを紹介したり 、相互に情報交

換できる場を設定したり 、また、事業を実施する担当者を集めての研修の易を設けるなど

種々の学習活動を結ぶ、いわゆる連絡調饗する機能をもっ総合的な教育機関としての役割

をもつことが必要がある。



乙のような意味から、これからの公民館は地域の学習活動推進の総合的連絡調整施設と

しての機能をもち、地域のあらゆる学習活動を結ぶ拠点となる必要がある。

(4) コミュニティ活動を推進する鎚点としての公民館

今日の急激な社会変化は、人びとの生活に物質的な豊かさをもたらしたものの、反面、

人間性の~失や自己中心的風潮の増加、世代聞の断絶等の憂慮すべき「心の貧困化 J をひ

き起乙し、地場社会においては、地域連得意識や地域の教育力の低下をもたらしている。

このような中にあって、人びとが豊かで、住みよい地域社会をつくるためには、まづ、

人びと自らが自然の豊かさを生活iζ生かし、人と人の触れ合いを大切にし、思いやりに満

ちた社会風土を創造することが重要な課題となってきている。

そのために、今後は、地域のすべての人びとが相互に交流を深め、それぞれの立場から

積極的に参加していくコミュニティ活動を活発にしていく必要がある。コミュ ニティ活動

への人びとの自発的参加それ自体に教育的価値はあるが、参加を通して個人や地域がかか

える諸問題を整理し、その解決のために人びとが相互に協力し合いながら実践していくと

とが、活力ある地域社会づくりに通じるものである。

乙れらの地域コミュニティ活動のためには、公民館は地域における各種活動の指導者

の養成、確保tζ努めるとともに、住民の社会参加活動を積極的に奨励し、各種活動の方向

や方法等について指導できる体制や機能を整備しておく乙とが大切である。

そのような意味から、乙れからの公民館はコミュニティ活動を推進する拠点になる ζ

とが求められており 、さらにはそれらの活動を通しての新しいコミュニティづくりの拠点

になる必要があるといえる。



第町章 これからの公民館の具体的課題とその対策

今後、公民館iζ期待される役割 ・機能については前章で述べたとおりである。

しかし、福岡県下における公民館の実態は第H章で述べたとおり課題や問題点が山積し

ているといわざるを得ない。しかも、今日の社会の変化に対応する教資のあり方として生

涯教育が鍵唱されており 、社会教育の分野でも生涯教育の視点にたった社会教育の推進は

重要な課題とな ってきてい る。しかし、残念ながら 、福間県における生涯教宵の推進は、

必ずしも十分ではなく、本年 2月iζ県教育委員会の中iζ 「福岡県生涯教宵推進会議」が設

置され、福岡県としては生涯教育の推進のための第一歩を踏み出したばかりである 。

生涯教育の推進は何といっても住民自身が行う学習や文化 ・スポーツ等の諸活動であり、

そのための機会や場を健供する公民館は生涯教育推進の中心機関であるといえる。

しかしながら、公民館をとりまく外的条件として、公民館類似施設の増加や、民間教育

産業の隆盛等により、従来公民館の主たる事業として行っていた住民のための学習提供事

業が他でも営まれるようになっており、また職員体制lの不十分さ、財政事情の悪化等によ

る内的条件のきびしさがでできている現実がある。

そのような中にあって、社会教育推進の中心施設である公民館が従来のままでよいはず

はなく 、現実の実態を認識し、見直し、時代に即応した新しい公民館像を権築していく必

要性が求められているといえる。

そこで、ここでは ιれからの公民館のあり方として現実を見つめ、生涯教育推進の拠点

となる公民館をイメージしながらその対応策について考えてみたい。

1. 公民館を生涯教育推進の拠点とするために

地域の生涯教育を推進する上で、社会教育 IC寄せられる期待は非常に大きく、なかでも

社会教育挺進の中心施設である公民館は、生涯教育推進の拠点となるべき役割 ・機能が期

待されている。

乙の期待IC社会教育、特IC公民館が応えるためILは地域の中で生涯教育を推進していく

体制づ くりを考えていく必要がある 。

県内では、社会教育の分野から生涯教育推進体制lづくりにアプローチしている地場もあ

るが、まだまだその取り組みは遅れているといえる。市町村においては、社会教育iζ関す

る諸計画の立案を行う社会教育委員の会議や、公民館における各種の事業の企画 ・実施に

ついて調査審議する公民館運営審議会等があり 、新たに、生涯教育推進のための会議等を

発足させる乙とは困難も予想されることから、当面はこれからの会議内容の充実を図りな



がら生涯教育推進のための体制づくりに着手すべきである。

(1 ) 生涯教育を推進する公民館の体制づくり

①職員体制の確立と専門性の向上を図る

公民館がその機能を十二分lζ発保するには職員体制の充実を図ることが最大の課題であ

る。 r公民館が生きるか死ぬかは職員による」とよく 言われるのも職員の果たす役割が大

きいからである。

特lζ、生涯教育の推進が叫ばれる今日、公民館の職員体制(専任 ・常勤館長の設置、

公民館主事等専門職員の配置等)の確立と職員の専門性(企曲l力、指導力、専門知識)が

ますます要求される状況にある。

しかし、県内公民館の職員体制は必ずしも充実しているとは言えない。

館長について、専任、兼任別にみると専任館長が60%、常勤、非常勤別では常勤館長が

40%である。特lζ、館長の非常勤化は高まる傾向にある。公民館の最高責任者である館長

は当然常勤でしかも専任が望まれるが実態は低く、乙の乙とが改善されない限り、生涯教

育推進の拠点となる公民館の管理・運営はもちろんの乙と公民館の主体性の確立も望めな

いといえる。

また、公民館主事の設置についても全公民館の中で24%しか設置されておらず、しかも

高い専門性が要求される職務でありながら公民館主事のうち社会教育主宰の有資格者は22

%にすぎない状況である。

館長と公民館主事の現状についてみたが、他の職員も 含めた職員体制lの不備は常に指摘

されているところである。現状ではその解決は非常に困難が予想されていると乙ろである

が生涯教育を推進する拠点としての公民館を考える場合、避けて通れない重要な問題であ

り、今後とも公民館職員体制の整備に積極的に取り組む必要がある。また、公民館職員体

制の整備とあわせて、公民館の活性化の重要な要素は、職員の資質の問題である。

公民館の職員IC専門性が要求される乙とは先に述べたが、住民の学習要求が多様化、高

度化してくればくるほど公民館の職員の専門的資質の向上が必要になってくる。職員の資

質の向上のためには、職員自身の自己学習はもちろん、研修会等への積極的参加、経験年

数等が必要と考えられるが、 58年度中の研修会の参加状況をみると、一年間全く研修を受

ける機会がなかった館長が 28.5%、公民館主事 26.5%、2回以下では両者とも50%といっ

た状況である 。確かに現実は業務内容の量的・質的変化iζ伴う多忙さ、また、市町村にお

ける人事異動等による経験の浅さ、職員体制の不十分さ等があり、研修会等への参加でき

にくい条件もあるが、職員の専門性の重要さを考え、再度職員の研修機会の拡充を考えて



みることが肝要である 。

②公民館の施段・段備の拡充を図る

昭和34年12月11:文部省から告示された「公民館の設置及び運営に関する基準Jは、昭和

24年に制定された「社会教育法Jが昭和34年 4月に大幅に改正され、 23条の 2として「公

民館の基準」として追加されたものである。

乙のととは、公民館関係者の永年の懸案であった公民館の設置基準が法的に位置づけら

れたものであり、このことによって、全国のみならず県内の公民館の施設整備に人きな影

響を与えた乙とは周知のとおりである。

ところで本県の公民館の設置状況及び施設の整備状況をみると、館としての公民館を持

たない市町村もあり、また、公民館はあっても事務室だけしかないという公民館もある状

である。公民館はなくても公民館類似施設等を公民館と同じ機能を持たせ、住民の利用に

供するという努力も見られるが、公民館が真11:住民のための学習施設として位置づくため

にも、早急な公民館の設置が望まれるところである。

とはいえ、公民館は単11:館があればよいというのではなく、その中に館長をはじめとす

る職員体制の整備が行われ、さらには、館を中心として住民のための各種事業が行われる

ことによって、はじめて公民館といえるのであり、館の設置とともに職員体制、事業の実

施等が併せて整備される必要がある。

公民館の所有室の状況についても第H章で述べているが、従来、公民館が各種団体、グル

ープ・サークル的な利用を促進してきた経緯がある乙とから、 会議室、講義室、実験 ・実

習室的な集団で活用できる部屋の確保が強調され、整備されてきたが、市町村における生

涯教育推進の拠点としての機能を備えた公民館になるためには、単に集団で活用できる部

屋の整備だけでなく、個人学習のための施設や住民相互が自由に交流できる部屋(空間)

の整備も併せて検討される必要があるといえる。

特IC、独立した図書館が少ない本県の場合は、公民館図書室は住民の多様化、高度化し

た学習要求へ対応できる学習情報資料室としての機能を備えることが望まれると乙ろであ

る。また、談話室、展示室、体育・レクリエーション室等も個人としても気軽るに利用で

き、住民相互が触れ合い、交流を深める場として重要な役割を持つ施設の一部であり、こ

れら公民館の中で特に利用上の規制のないニュートラノレコーナーともいうべき部屋(空間)

の整備を図っていく必要がある 。すでに一部の公民館では、利用者が自由に使える喫茶コ

ーナ一等を設け住民の交流の場として効果をあげていると乙ろもあり、既存の施設でも工

夫すれば乙れらの設備が可能と考えられるところから一考を期待したいと乙ろである。

さらには、近年の科学技術の進展に伴い、新聞、テレビをはじめニューメディアと呼ぱ



れる情報通信媒体の発達は著しく、人びとの生活を大きく変えよう、としている。公民館が

保有する視聴覚室等は、単に映画を写す場としてだけではなく、コンビュータ一等も導入

した学習情報室、学習情報処理(収集、分析、提供)室と しても機能するよう整備される

べきである。

しかしながら現実は、公民館の実態調査の中で公民館職員は「施設・設備の不備」を

33.7 %が公民館がかかえる課題や問題点として指摘しており、乙のととは公民館施設が住

民の学習要求に必ずしも合致しなかったり、最近の公民館利用者の増加に対し、施設の狭

あいさや、それからくる新しい事業実施上の困難性等を公民館職員自身が痛切に感じてい

る乙とを意味していると考えられる。

そのような中にあって、最近では大型化、デラ yクス化した公民館もt首加傾向iζあり 、

市町村における住民の学習の拠点施設として位置づけられてきた点では高く評価できるが、

大型化、デラソクス化したがゆえに 、管理強化が厳しく、かえって住民が利用しにくい状

況もでできてお り、本来的に公民館がもっ役割、機能等を見直し、住民が日常生活におい

て必要に応じて、いつでも、だれでも自由に活用できる公民館づくりを行う乙とが大切で

ある。

③生涯教育を推進する公民館事業の整備を図る

社会教育に おける事業lよ、社会教育法の中でも明らかなよ うに、主として社会教育の中

心施設である公民館で実施する乙とになっており 、それが効果的IC推進されるためには、

当然公民館施設や人的体制が整備されている乙とが前提である。そのよ、社会教育の事業

活動を行うための経費が十分lζ確保されていることが必要である。

しかしながら、社会教育行政の予算、とりわけ社会教育の事業費は、法や条例等の中で

支出を義務づけられた経費が少なく 、また、 今日の行政における財政事情の悪化と相まっ

て、年々厳しい状況下ICi島い込まれてきているといえる。

そのような中にあって、今日の社会の変化に対応する教育のあり方として、新たに分涯

教育の必要性が強く叫ばれてきており、その推進の中心として社会教育へ寄せられる期待

はますます高まってきている。

それだけに、社会教育行政における予算の確保は、 ζ れからの社会教育の振興のみなら

ず生設教育推進にとって、極めて重要な意味をもつものであり 、そのために社会教育行政

但当者は、予算確保のために最大の努力をする必要がある。

特tζ、村会教育事業を実施する公民館関係職員は、!j:i.IC従来までの事業を踏製して実施

するだけでなく、事業全体を見直し、長期的展望にたった体系化された公民館事業の総合

的計画の策定を行い、それを基本とした個々の事業の教育効果、予算の効果等を明確にし



ていく乙とが必要である。

さらには、社会教育の本来の姿は、 住民自らの自発的な学習や文化 ・スポ ーツ活動に基

盤を置くものであるという法本的立場にたって、 公民館で実施する事業の中で、民間団体

やグループ・サーク ルにまかせられるものは思い切ってまかせたり 、また、個人にのみ還

元する 内容の事業については、受益者負担の原I1IJを導入するなどして、住民の自発性を高

める方策を検討していくことも必要である。

また、 一方では、公民館が地域住民のための学習拠点と位置づくためにも、公民館が他

の行政機関や教育織関、団体等との連携 ・協力を推進する拠点として機能し、事業の展開

を図っていく施策等も併せて考えていく乙とか大切である。

(2) 他の数育機関..股相互の連機・協力を推進する核として

①自治(町内)公民館の活性化と連機・協力を推進する

住民が日常的に学習を行うためには、何よりも身近かに学習する機会や場が存在する乙

とが必要である。その意味から町内会単位等で設置されている自治(町内)公民館の存在

をみのがすわけにはいかないだろう。

県内の公立公民館の 81!iIJがそ の対象区域K自治(町内)公民館を持っており 、しかも

相互に何らかの関係を持っているとい う調査結果である。また、市町村によっては、これ

らを分館的存在として位置づけその関係を強化していると乙ろもあ る。

また、 乙れら自治(町内)公民館ICは運営委員会等が設置され、自主的IC種々の事業が

展開されており、一部の地区ICよっては公立公民館に匹敵するような事業を展開している

自治(町内)公民館もあるが、大部分の自治(町内)公民館は運営のあり方や望ましい事

業計画について模策の状態にあるといえる。

乙の乙とは、自治(町内)公民館が地域住民の自主性K基づき建設され、運営されてい

るものであり 、公立公民館K比べ、人的、物的、財政的に も厳しい状況にあるだけiζ仕方

のない面もあるが、生涯教育推進が叫ばれてい る今 日、地域住民にとって身近かな学習施

設としてとらえるならば、今後公立公民館は自治(町内)公民館と の述H~を深め 、 協力、

援助する方向で自治(町内)公民館活性化の方向を真剣IC考えていくべきである。

しか し、 あくまでも自治(町内)公民館は町内住民の共同の施設であり 、住民の参加と

協力により自主的IC運営される。いわば住民自治の場である。乙乙 では住民の自主的発想

によって身近かな日常生活上の学淘や地主主課題解決のための活動が展開されるべきもので

あり、乙 れ らの活動は尊重されはければならない。そのためには、公立公民館は自治(町

内〉公民館を一方的な下請け機関とするのではな く、あくまでも地域における生涯教育推



進の場として位置づけをする必要がある 。

さらに、今後は自治(町内)公民館活動の活性化を図るために、公立公民館との連携を

i!ilζ し、財政的援助だけでなく、求めに応じて積極的に住民のための学習機会の提供や学

習情報・資料等の提供等の援助をすべきである。また、公立公民館が中心になって市町村

内の自治(町内)公民館の連絡会を組織し、 自治(町内)公民館相互の情報交換や連携を

図ったり 、研修の機会を設ける乙とも併せて考えていくことが大切である。

②他の教育健闘・錨股相互の連携・飽カを推進する

公民館が今後地域の生涯教育推進の中心施設として、他の教育機関 ・施設相互の教育事

業と連携・協力を図る機能を持つ必要がある乙とは、すでに前章で述べたとおりである。

重量近では、公民館や社会教育関係機関だけでなく 、他の行政部局やそこで設置された機

関や範設などでも、住民を対象とする学習機会の提供が広く行われるようになってきてお

り、地域によってはむしろとれらの機関 ・施設が行う学習機会提供事業の方が多いと乙ろ

さえでできている。

住民の立場から考えると、乙れらの学習機会提供事業の実施主体がど乙であろうと 、そ

れは一向にかまわないわけであって、むしろその機会 ・学習プログラム、運営が学習者に

とって適切であればよいのである。

しかしながら、現実には、一住民が学習要求を持っても、いつ、どこで、どのような学

習提供事業が行われ、どのような手続きが必要かなどの学習情報は必らずしも住民に周知

されていないのである。

そのためにも、公民館が中心になって学習健供事業を行っている機関、施設、民間団体

等と連絡を密ICし、それらが行う学習提供事業について日常的に学習情報として提供でき

るシステムを確立しておく乙とが大切である。生涯教育を推進していくための拠点として

の公民館の機能として、これらの学習機会鍵供事業の連絡調整や学習相談IC応じられる ζ

とは乙れからの公民館の新たな機能として不可欠といえる分野である。

本県では、現在のと乙ろ公民館はその機能を十分IC整えていないし、さらに公民館と他

の機関 ・施設との連携も必ずしも十分とはいえない状況にあるといえる。

当面は、公民館が主体となって管内の他の教育機関 ・施設等の定例的な連絡会を発足さ

せるなどして、相互の連携・協力体制づくりに着手する乙とが必要だろう。そのことが他

との事業鑓携、情報提供、人材交流、学習教材 ・教具の貸借、施設の貸借等の相互協力の

足がかりとなるものであり 、地域における教育機関としての公民館の位置づけが確立され

てくるのである。

また、その連携・協力の範囲は単独の市町村のみならず他の自治体、さらに県の機関・



施設へと拡げていくことが大切である。

2.生涯教育を推進する公民館の管理・運営方針の確立のために

(1) 公民館の主体性を確立する

第H章で述べたとおり、調査結果によれば、教育委員会と公民館の間に予算 ・職員・事

業の面での区別が明確になっていない市町村が多く 、その関係は 「混然一体となって判然

としない」と答えた公民館が70%あるととが明らかになった。もちろん、乙の数値は、市

町村の予算規模や職員体制等の条件が深くかかわっている乙とが考えられるだけに、一概

iζ乙の ことだけで市町村の社会教育行政や公民館活動の評価を行うことは早計であろうし、

また、この乙とは、社会教育法第 5条(市町村教育委員会の事務)と第22条(公民館の事

業)の関係として、過去において種々討議されてきた分野でもあり 、結論が出しにくい面

もある。

しかし、基本的には、住民を直接対象とする事業は教育機関である公民館が担当し、そ

のための条件整備は教育委員会が行うといった役割分担を明確にする ζ とが望ましい姿だ

と考える。そうする乙とにより、地域における住民の学習機関としての公民館の主体制が

確立される乙とになり 、乙れからの生涯教育を推進していく拠点としての役割が発揮され

る。しかしながら、さらに調査結果を見ると、公民館が行った事業IL対し、館長に決裁権

及び予算執行の権限が与えられているのは30%しかなく 、このことも公民館の主体性を考

えた場合、現実iζは、大きな課題にあるといわざるを得ない。

また、職員にしても 、社会教育行政と公民館職員を兼務している場合が多い乙とも、公

民館の主体制を阻害する原因となっているともいえる。とれらの諜題を早急に解決する乙

とは困難が予想されるが、公民館i己主体性を持たせ、その活動の振興を図るためには、何

よりも生涯教育時代における公民館の役割について、公民館職員自身が十分認識する乙と

が肝要であり、また、行政部局や地域住民への周知徹底を図ることも生涯教育推進の拠点

となる公民館の確立に極めて重要な要素となるものである。

(2) 地主主住民の公民館利用を促進する

公民館がいくら学習機会を提供、援助しようとしても、住民の参加及び利用がなければ

その存在意義はないに等しい。地域住民の学習参加及び利用の促進を図るため、地域の実

態に即して、公民館の管理・運営方針を確立する必要がある。

乙の乙とについて、 「生涯教育時代iζ即応した公民館のあり方J (昭和59・3全国公民

館連合会第5次専門委員会答申)は「類似施設や法人立の公民館といわれるものを除き 、



既存の公民館のうち圧倒的多数を占める公立の公民館は、 21t世紀を目ざす生涯教育の重要

な機関として、それにふさわしい管理 ・運営をしなければならない。公立公民館は、特に

関係法令や条例 ・規則によって制約を受けるが、そのもとにおいても日常の運営K工夫を

こらし、住民iζ活用されるものにしなければならなし、」と述べている。

こ乙でも強調 されているように、こ れからの公民館は、生涯教育を推進する視点から住

民本位にその管理 ・運営を見直したり 、工夫をするよう求められているのである。

しかし、県内の実態をみると 、例えば日曜日を休館日としている公民館がtもあり 、
利用者にとって非常に不便な状況にある。乙の乙とは第 H章で問題点として指摘している

とおりである。その背景には職員の勤務条件や財政上の問題等が考えられるが、公民館の

管理 ・運営は住民の利用に供されるべきものであるという設置目的からすると 、考慮され

る重要な課題といえる。

また、最近県内でも財政事情等の理由により 、職員を減員したり 、公民館の管理、運営

をすべて第 3セクタ一等に委託するiJlI)きもある。乙の乙とは、地域住民の学習活動を魯発

し、援助するという公的教育後関としての公民館の機能の低ドをきたす乙とになるといえ

る。

その他にも、公民館の管理、運営上の問題は数多くあるが、いずれにしても市町村の社

会教育行政施策に照らし検討が望まれるところである。その際、公民館は地域における生

涯教育推進の中心となるべき機関であり 、さらに新しい地域社会の形成を図る拠点、即ち

コミュ ニティづくりの実践拠点を目指している乙とを忘れではならない。

(3) 個人学習に対応できる公民館の管理・運営方;去を考える

公民館が多くの住民lζ積極的に活用され、 しか も効果的に活用されるためには単に大型

化 ・デラックス化した公民館を建設すればよいというのではなく 、公民館の施設 ・設備の

内容の充実とその機能を高めることが必要である。社会教育法にみられる社会教育の定義

では、 r ..・ H ・...主として青少年及び成人K対して行われる組織的な教育活動というJとあ

り、従来は団体 ・グループ ・サークルの利用を想定した公民館づくりであったが、社会の

変化とともに住民の個人個人の学習要求は高度化、多綴化してきており 、そのためには個

人学習にも対応できる公民館の管理 ・運営が求められているのである。その第 1は、何と

いっても個人の学習要求IC応えられる学習機会や学習内容が用意されておく乙とであり、

第 2は、個人が必要とする学習情報が適切に提供できるよう整備され、提供されることで

ある。第3は、個人の学習相談iC応じられる職員が配置されていることであろう。さらに

欲を言 うならば、第 4Iζ、第 lから第 3のζとを実現するに必要な施設 ・設備が整えられ



ている乙とである。もちろん、乙の乙とは集団学習への対応も可能である乙とを意味して

いるととは言う までもない。しかし、財政事情の悪化や職員体制jの不備の中で、これら全

てを要求することは困難も予想されるが、可能なと ζろから手がけ、望ましい方向へ転換

していく乙とが必要である。例えば、公民館図書室には単IC閲覧サー ビスだけでなく 、学

習情報センタ ーとして、また学習相談センタ ーとしての機能をもたせ、凶書司書や図書担

当者IC学習相談員としての専門性を持たせたり 、展示室に学習相談 コーナーを設けたり 、

また視聴覚室を利用して、身近で行われている学習活動の紹介を視覚に訴えるなど、既

存のものでも工夫すれば改善していくことが可能だと考える。そのための前提条件として、

臼頃から、①人びとが気軽K立ち苦手れる雰囲気をつくるため、人びとが自由に歓談したり 、

お茶が飲めたり 、新聞 ・雑誌が読めたりする場を整備しておく ιと。②施設 ・設備の個人

利用を認める ιと。③人びとの期待する学習情報が整備され、自由 IC手に入れられる乙と。

④展示室 ・ロビー等が人びと IC開放され、人びとの創作発表等に供される乙となどを考え

ておくととが大切である。

(4) 公民館運営審議会の活性化を図る

公民館運営審議会設置の主旨は広く地域住民の意見を聞き、公民館の管理 ・運営K反映

させる乙とにある。言い換えれば公民館が地域住民に開かれた施設になるかどうかは、公

民館運営審議会の働きにかかっているといっても過言ではない。

しかし、本県の実態は公民館運営審議会そのものを設置していない公民館が18%もあり 、

また、設置している公民館でも 、会議の開催をみる と年間 2回以下が5596という現状であ

る。乙の乙とからすると、本県の公民館運営審議会の機能が生かされているとは言い難く 、

その形骸化が指摘されるところである 。

公民館運営審議会の活性化のためには、基本的には本当 IC民意が反映される組織になっ

ているかどうかICある。特に公民館が住民IC開かれたものになるためには、 l号委員(学

校の長)、 3号委員(学識経験者)はともかく、 2号委員(団休機関の代表)の選出IC十

分IC配慮し、その比率が高まる方策を検討すべきである。また、会議の回数や内容につい

ても、地域の実態や、住民の学習ニーズ等を考慮し、あくまでも民意反映という視点に立

って決定していくべきである。

特IC今後は生涯教育を推進する拠点であると いう視点から、生涯教育という新 しい概念

について理解してもらうとともK、主体者となれる公民館の管理 ・運営のあり方について

委員の怠見を聞くことが大切である。

そのためには、委員相互の研修はもちろん他の研修会等への委員の多加及び公民館利用



者との交流会の実施等が必要である。

3.生涯教育を推進する事業を展開するために

(1 ) 学級 ・講座のあり方を見直す

学級及び講座の開設は公民館が行う事業の大きな柱の一つである乙とは言うまでもなL、。

特に、管内に他の教育機関、施設の少ない農村部においては、住民の学習の場や機会とし

ての学級・講座は不可欠である。

しかしながら、県内の実態をみるとその開設数や学習内容は必らずしも十分とは言えず

参加者も固定化傾向がみられ問題点として指摘されているところである。

また、学習内容は総じて、趣味やレクリエーンョン的なものが多くを占めており、個人

の欲求の充足だけにとどまっている乙とも問題である。

最近では、民間のカルチャーセンタ ーや企業、団体、さらには他の公約機関 ・施設が開

設する各種の教育・文化・スポーツに関する教室や生活技術講座等が増える傾向にある。

特に現段階でこの傾向は都市部において顕著であるが、都市化現象とともに次第に農村部

へ浸透してきており、今後一層その広がりは増してくると考えられる。

従来の公民館が行う学級・講座のあり方が問われ出したのもそのためである。もちろん

公民館における学級 ・講座は、公民館がもっ大きな機能であり、その充実を図ることは言

うまでもないが、問題はその方法、内容である。

外部講師を招へいして講義を聞くだけの学級 ・講座では、多様化、高度化した人びとの

学習要求を充足させる乙とは困難であろうし、また学習内容にしても画一化されたものだ

けでは不十分である。さらに、身近かな民間企業や団体で行われている学習内容と同じ場

合は、公民館としてあえて競合してまで実施する必要もなく、地域の実態を十分考慮しな

がら学級・講座の内容を決定すべきである。

乙のような意味から、これからの公民館は、公的教育機関として実施しなければならな

い学級・講座が何かを十分考え、その内容・方法を検討していく必要がある。そしてその

成果が、個人の欲求の充足とともに地域に還元されるような工夫がぜひ必要である。

今後は特に 、地域の人びとの生活課題や地域課題iζ結びついた学習内容を吟味し、所期

の目的にあった プログラム化が必要であろう。そのためには、地域の特性をつかみ、何が

課題なのかを犯握し、その解決にむかつて公民館は何をしなければならないのか、さらに

何ができるかを検討し、それを具体的に学級・講座の学習内容として取り入れていくべき

である。



(2) 個人学習の機会・織を拡充する

59年 3月の福岡県社会教育委員の会議の建議は「学習の機会と場の拡充」の中で、 「社

会教育における学習の形態には、人びとが凶書、放送などの学習媒体や図書館、博物館な

どの資料を活用して進める個人学習と、学級・講座や講習会などのように復数の人びとが

集まって学習する集合学習とがある。これまで、ややもすると社会教育の学習の機会と場

は、公民館が行う学級 ・講座や社会教育関係団体が行う活動fC比重をおいてきたきらいが

ある。今後は、それらの拡充を図るとともに、人びとの多様な生活実態と学習要求の多様

化、高度化K対応した学習の機会と場の鉱充が図られなければならないJとしている。

とのことは、従来公民館は集団学習形態を中心にとりくんできたが、今日のように、人

びとの学習要求が多様化、高度化してくると、乙れらの要求の一つひとつに応えることは

不可能であり 、さらに、集合学習とともに個人学習の必要性も高まってきており、改めて

公民館における学習形態を見直すととを求めたものといえる。

本県では、個人学習者K対する公民館の対応はまだまだ十分とはいえない。それは、公

民館の個人利用者の調査結果をみても明らかで、年間を通して 1，000人未満の利用者しか

ない公民館が32%、まったく個人利用者がない公民館が31%といった状況にある。

しかしながら、今後は個人の学習要求の高まりが予想されるだけに、組織化された団体

やサー クル等だけを公民館利用者の対象とするのではなく、個人の学習要求に応えられる

公民館の体制の整備が必要である。

とはいっても、公民館が個人のすべての学習要求に直接応えるととは、現段階での人的、

物的体制の中ではとても期待できない状況である。そ乙で、個人の学習要求に公民館が直

接応えられない分野については、公民館が他の機関 ・施設及び団体等が行う学習事業やそ

の他催 し物等について十分な情報を集収し、その情報を提供する総合案内窓口としての機

能を備えておく乙とが必要である。

(3) 学習情報提供 ・学習相談事業を拡充する

公民館が地域の身近な学習情報センターとして地域住民の学習要求に応えるためには、

日頃から住民の必要に応じて適切に提供できる学習情報を整備し、いつでも 、誰でも活用

できる体制が確立され、しかもそれが地域住民に周知されておく必要がある。

乙のととは、今後の公民館にとって非常に重要な課題である。

そ乙で、公民館はいかなる学習資料や情報を収集し、整理し、健供できるようになれば

よいのだろうか。

公民館で収集 ・提供する資料として、社会教育概論(湯上二郎編著 ・日常出版)の中で



は、

① 人びとの文化活動圏内の公的な社会教育事業

② 図書館・博物館 ・青少年教育施設 ・婦人教育施設・視聴覚センター・ 文化施設 ・体

育施設・福祉施設等の所在、特色、事業

③ 大学・専修(各種)学校・高等学校等の公開事業

④ 社会教育関係団体、文化・体育・福祉団体等の所在や活動・ 事業状況

⑤ 放送局・新聞社・デパートその他民間団体・機関の社会教育・文化事業

⑥ 学習課題別の講師・指導者・ボランティア等の人材

⑦ 印刷資料・音声資料・映像資料等の学習資料(印刷資料では行政機関や教育機関が

発行した社会教育関係の事業報告書、統計書、調査研究報告書、答申、建議、家庭教

育、青少年教育等のための刊行物、学習や研修のために作成した教材・テキス卜類、

学習記録 ・文集など)

と述べており、さらに、このほかに地域の実態に即して収集することが望まれる資料が

あると している。

また、 I溢民館における新しい事業の開発J(文部時報第 1264号57・9、福岡教育大学三

浦清一郎)の中では、「公民を育成する見地から、地域社会に関する、 (11経済情報、121政治・

行政情報、131集団活動を促進 ・助長させ、市民iζ参加交流を呼びかける社会情報、141教育

や文化等学習や鑑賞や創作に ついての情報、151余暇情報などの草の根情報が提供される必

要がある。」と述べている。

この乙とからもわかるように、今、公民館として収集、整理し、提供しなければならな

い学習情報は多岐にわたっており、その量も膨大である。これらの情報を可能なかぎり収

集に努める乙とが大切なことは言 うまでもないが、当面は自分の公民館にとって、現在ど

の学習資料 ・情報が必要かを選択するとともに、収集できないものについては、ど乙 IL問

けばその情報があるのかという情報源情報の収集lζ努める乙とが大切である。

というものの、一公民館が多くのしかも広域的な学習資料 ・情報を収集することは非常

に困難を伴うものであり、その効率からも得策ではないといえる。学習資料や情報の内容

によっては県段階で行うとか、共同収集し一定の場に保管して置くなどして、必要に応じ

て市町村に提供するといったネ y トワークを確立する乙とも併せて考えていく必要がある。

その意味からも、本県で昨年 4月オープンした県rJ.の公民館ともいうべき社会教育総合

セ ンタ ーの機能の lつにあげられている情報提供、学習相談事業の充実は、今後市町村，c

対する情報提供活動の中核になるものとして期待がもてるものである。

もちろん、地妓の身近な情報を収集 ・提供するために、公民館が地域内の関係機関 ・施



設及び団体相互の情報収集・提供システムを確立し 、その中心機関とならなければならな

い乙とは言 うまでもない乙とである。

また 、いくら学習資料や情報を収集しでもそれが整理され、効果的に活用されなければ

何もならないことであり 、収集された学習資料や情報を地域住民iζ適宜知らせるとともに、

公民館IC行けばあらゆる学習資料や情報が入手でき 、また入手できなくてもその所在がわ

かるといった公民館の機能の充実が大切である 。

公民館が行う情報提供の効果的な媒体として「公民館報」等が考えられるが、その内容、

発行回数、配布対象等を再度見出すとともに 、公民館利用者等を通して常に公民館がもっ

学習資料や情報について PRしていくことが大切である。

さらに、具体的な学習内容、方法の相談iζ応じるため、学習相談員の設置や電話相談体

制lの擁立も今後の大きな課題である。

(4) コミュニティづくりのための事業を推進する

乙の ζ とについて、県社会教育委員の会議は今後の謀題として、

「地域づくりのための社会教育活動は、乙れまで公民館の活動ゃ団体、グノレープなどの活

動を中心として進められてきたが、今後は、地域のすべての人々が相互に交流を深めそれ

ぞれの立場から積鋭的に参加lし、自らの地域は自ら守り宵てるものとして展開されなけれ

ばならない。 Jと述べ、さらに「乙のような地域活動を促進するために社会教青行政にお

いては、ふるさとの将来を考える住民シンポジウムの開催、郷土IC伝わる生活文化の学習

会、あるいは地域ぐるみで行う奉仕活動や生産活動などを通して、人びとの自治意識を高

め、地域連帯意識の啓培を図り 、新しい地域社会の創造に資するための事業を積鋭的に実

施する必要がある。」と指摘している。乙のことからしても、事業実施主体である公民館

にコミュニティづくりのための施策の展開が期待されているのである。

特に、今後公民館はコミュニティ活動を推進する上で、玖くの乙とに取り組みたいもので

ある。

①地歯車の学習グループ、団体を育成、援助するとともに連携を図ること

地域では、数多くの自主グループ・サー クノレ及び各種団体が教台 ・文化 ・ス ポーツ活動

等を展開しており 、今後とも乙れらは一層増加することが予怨されている。これらの活動

は人びとの自治意識の高揚や連帯意識の啓培、地域の民主性や通信性を凶る上で重要な役

割を果たしているものであり 、大いに奨励されるべきである。公民館はこれらの活動を媛

助するため、 リーダーの養成や情報、資料の提供、学習相談などに積極的IC応ずるととも

に日頃からグループ ・サー クノレ ・団体等の名称や連絡先及び活動内容等を把握して、いつ



でも連絡がとれるバイプを通しておくべきである。

本県の調査では、公民館と社会教育関係団体との関係は非常に密である ζ とが明らかに

なったが、これに反して、自主グループ・サークノレの実態については意外に犯握されてい

ない状況である。これからの公民館としては、乙れら自主グループ等の実態についても情

報を入手し、その活動内容や加入方法等について住民K知らせるとともに、その代表者の

連絡会等の場を設置するなどして学脅活動を結ぶ機会を与えるなどの手だてを考えていく

乙とが大切である。

② コミュニティ指導者の発堀と活用

地域にはすぐれた経験や能力を持つ人、さらに地域のために何か役，c立ちたいという人

が多くいると考えられる。公民館がこれらの人びとを掘り起乙し 、 コミュニティ活動の

指導者として活用していくことはコミュニティづく りを推進していく公民館の機能とし

て見直さなければならない分野である。県内でも宗像市の「市民学淘不 y トワ ーク事業J

，c代表されるように 、人材活用と学習活動を結ぶといった事業がいくつかの市町村で試み

られている。乙れらの試みは、単lζ現在社会教育行政体制lの貧弱さをボランティアで補う

といった発:!l:¥、ではなく、社会教育の本来の姿である人びとの相互学習や地域活性化のため

に必愛ーな事業であると 受けとめ、乙れからの社会教宵推進の中で大いに奨励されるべきで

ある 。

人びとのこうした自主的な社会参加活動こそコミュニティづくりにとって重要なので

あり、公民館として積鋭的に取り組む必要がある。

③ コミュニティ活動推進のためのプログラムを創造し、実践すること

今後、活力lζ満ちたコミュニティづくりを推進していくためには、何とい っても人び

とが相互に交流を深め、 l人ひとりが個人として、また、団体やグループ活動を通して地

域課題解決のための学習や活動に積極的に参加していくことが大切であり、しかもその成

果が地域社会の発展のために生かされる必要がある。

このことについて、 「公民館における新しい事業の開発J (文部時報第 1264号57・9

福岡教育大学三浦清一郎)の中では 『公民を育成する』という視点から「公民館は意図的

・計画的に地域の問題を堀りおこし、それを地域の人 々の手をかりながら教育的・社会的

K解決してい乙うとするコミュニティープログラムの創造を必要としている。」と述べ、

さらに「公民館のコミュニティープログラムは大人が地域のために貢献するプログラムで

ある。」と強調している。

現在、公民館は地域住民の交流と連待を図るため数多くの事業を実施しているが、その

内容をみると、体育事業(体育祭 ・ソ フトボ ール・ バレーボーノレ大会等)や文化事業(文



化祭・文化講演会等)が主流になっている。もちろん、事業それ自体には大きな意味があ

り、今後も奨励される必要があるが、要はその事業を実施するまでの過程をもっと重視す

べきであろう。即ち、企画段階から住民の参加を積極的にすすめたり、当日の運営を行政

や公民館職員が行うのではなく住民の手で行うなどの方法を考え、その中で、意図的、計

画的に地域課題の掘り起Eしゃ解決の糸口を見い出す手だてを考えるべきである。乙の実

践はすでに試みられている市町村もあるが今後一層強調される必要がある。

この乙とから、地域の問題に大人をどうかかわらせ、参加させていくか、また、そのた

めの場・機会をどう創りあげるかについて検討していく必要がある。そのために公民館は

地域住民の意識や生活上の課題を的確につかみそれを学習課題として掘り起こし、さらに

その解決のための実践活動へと展開する方向で新しいコミュニティづくりのためのプログ

ラムを創造するべきである。
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